
 
 

令和４年 12 月 15 日 

 

広島サミット県民会議 御中 

 

Ｇ ７ 広 島 サ ミ ッ ト 

交通総量抑制対策推進会議 

 

Ｇ７広島サミットに伴う交通総量抑制対策の推進について（提案） 

 

 当会議では，Ｇ７広島サミット開催に伴う交通規制による一般交通への影響

を最小限に抑えるため，次の方針に基づき，交通総量抑制対策を推進することと

いたしました。 

 

【交通総量の削減目標】 

 令和５年５月 18 日（木）から 22 日（月）までの間，広島県内の高速道路・

広島市中心部の一般道路において，交通量を 50％削減する。 

 

【交通総量抑制対策の重点項目】 

 次の点に重点を置いて，対策を推進する。 

○ マイカー利用の自粛 

○ 業務用車両の運行調整 

○ 行事・催事の日程変更 

 

 交通総量抑制対策は，Ｇ７広島サミットの安全，安心で円滑な開催に資するも

のであり，また，県民一人一人に主体的に取り組んでいただくことができる「お

もてなし」の一環であると考えております。 

 つきましては，貴会議におかれましても，交通総量抑制対策の必要性を御理解

いただき，当会議と連携しつつ，交通総量抑制に向けた取組を実施していただけ

ますよう，御提案申し上げます。 

 Ｇ７広島サミットの成功に向け，「オール広島」として交通総量抑制対策を推

進すべく，御協力のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 


